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一
九
九
○
年
代
以
降
、
東
ア
ジ
ア
諸
国

で
は
民
主
化
や
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に

対
応
し
て
、
多
く
の
分
野
で
制
度
改
革
が

進
行
し
て
い
る
。
特
に
経
済
分
野
の
制
度

改
革
を
見
る
う
え
で
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド

が
「
企
業
統
治
」（
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ

バ
ナ
ン
ス
）
で
あ
る
。
企
業
統
治
の
議
論

の
射
程
は
広
く
、
株
主
と
経
営
者
の
エ
ー

ジ
ェ
ン
シ
ー
問
題
か
ら
始
ま
り
、
経
営
者

ま
た
は
支
配
株
主
に
よ
る
少
数
株
主
搾
取

の
問
題
、
さ
ら
に
は
市
場
や
債
権
者
に
よ

る
経
営
者
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
含
む
。
ま

た
、
株
主
価
値
の
最
大
化
を
重
視
す
る
か
、

新
刊
紹
介

多
様
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
利
害
を
含

め
る
か
で
も
議
論
は
分
か
れ
る
。

東
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い
て
は
、
一
九
九

○
年
代
後
半
か
ら
、
企
業
統
治
の
見
直
し

は
重
要
な
政
策
課
題
と
し
て
認
識
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
企
業
法
制
改

革
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
会

社
法
、
証
券
取
引
法
な
ど
法
律
レ
ベ
ル
の

改
革
の
ほ
か
、
証
券
取
引
委
員
会
等
の
諸

規
則
や
証
券
取
引
所
の
上
場
規
則
に
よ
る

企
業
統
治
や
情
報
開
示
規
制
の
強
化
、
さ

ら
に
は
企
業
統
治
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
や
原
則
の
採
択
が
行
わ
れ
て
き
た
。

東
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い
て
企
業
統
治
に

対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
た
背
景
に
は
次
の

よ
う
な
事
情
が
あ
る
。
第
一
に
、
企
業
統

治
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
国
際
的
な
議
論
と

そ
の
収
斂
の
動
き
で
あ
る
。
一
九
九
○
年

代
以
降
、
米
英
や
他
の
先
進
国
に
お
い
て

企
業
統
治
を
め
ぐ
る
議
論
や
法
改
正
の
動

き
が
急
速
に
強
ま
っ
た
。
一
九
九
八
年
に

は
先
進
国
の
動
き
を
総
括
す
る
形
で
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
が
企
業
統
治
原
則
を
公
表
（
二
○
○

四
年
改
訂
）
し
た
ほ
か
、
国
際
会
計
基
準

（
Ｉ
Ａ
Ｓ
）
な
ど
国
際
機
関
に
よ
る
規
制

の
標
準
化
の
動
き
が
広
ま
っ
て
い
る
。
こ

う
し
た
先
進
国
、
国
際
機
関
の
議
論
は
、

金
融
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
下
で
、
国
際
的

な
資
金
の
受
入
が
進
む
東
ア
ジ
ア
や
他
の

地
域
に
強
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

第
二
に
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い
て
も

上
場
企
業
や
大
企
業
グ
ル
ー
プ
が
経
営
破

綻
す
る
事
例
が
相
次
ぎ
、
経
営
の
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
の
強
化
の
た
め
の
制
度
改
革
が
各

国
の
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

と
り
わ
け
一
九
九
七
年
の
ア
ジ
ア
経
済
危

機
は
、
一
九
八
○
年
代
後
半
か
ら
高
成
長

を
謳
歌
し
て
き
た
東
ア
ジ
ア
経
済
に
打
撃

を
与
え
、
直
接
の
影
響
を
受
け
た
国
だ
け

で
な
く
、
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
に
と
っ
て
も

抜
本
的
な
企
業
法
改
革
に
取
り
組
む
契
機

と
な
っ
た
。
各
国
は
、
開
発
政
策
と
し
て

自
国
の
資
本
市
場
の
育
成
を
掲
げ
て
お
り
、

破
綻
企
業
の
再
建
と
同
時
に
、
自
国
の
市

場
さ
ら
に
は
経
済
全
体
に
対
す
る
外
国
人

投
資
家
の
信
認
回
復
が
必
要
と
さ
れ
、
国

際
的
に
確
立
し
つ
つ
あ
る
基
準
を
満
た
す

よ
う
な
規
制
を
整
備
す
る
こ
と
が
目
標
と

さ
れ
た
。

第
三
に
、
東
ア
ジ
ア
を
含
む
新
興
市
場

諸
国
に
お
け
る
制
度
の
脆
弱
性
を
リ
ス
ク

と
捉
え
、
こ
れ
ら
諸
国
に
制
度
改
革
を
求

め
る
動
き
で
あ
る
。
開
発
途
上
国
に
お
け

る
制
度
改
革
を
支
援
す
る
世
銀
・
Ｉ
Ｍ
Ｆ

等
の
国
際
機
関
は
、
経
済
危
機
の
原
因
の

一
つ
と
し
て
、
企
業
統
治
の
脆
弱
性
が
あ

る
と
考
え
、
そ
の
強
化
を
東
ア
ジ
ア
諸
国

に
対
し
て
強
く
求
め
て
き
た
。
ま
た
、
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
も
ア
ジ
ア
、
ロ
シ
ア
東
欧
な
ど
世

界
五
地
域
で
企
業
統
治
原
則
の
普
及
を
目

指
す
地
域
別
円
卓
会
議
を
開
催
し
た
。

本
書
は
、
企
業
統
治
を
め
ぐ
っ
て
東
ア

ジ
ア
諸
国
で
進
む
企
業
法
制
改
革
の
背
景
、

内
容
、
過
程
、
な
ら
び
に
現
実
の
企
業
統

治
へ
の
影
響
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
企
業
統
治

の
内
容
は
多
様
で
あ
る
が
、
本
書
で
は
各

国
の
改
革
の
争
点
と
な
る
こ
と
が
多
か
っ

た
会
社
法
制
改
革
に
ま
ず
焦
点
を
あ
て
、

他
の
法
分
野
、
た
と
え
ば
証
券
取
引
法
、

独
占
禁
止
法
、
国
営
企
業
法
等
の
動
き
も

必
要
に
応
じ
て
考
察
し
て
い
る
。
中
国
、

韓
国
、
台
湾
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
タ
イ
を
対
象
と

す
る
ほ
か
、
先
進
国
や
国
際
機
関
の
動
向

に
つ
い
て
も
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

本
書
の
特
色
は
、
第
一
に
、
各
国
の
上

場
企
業
な
い
し
は
大
会
社
に
お
け
る
企
業

統
治
の
実
態
を
踏
ま
え
た
上
で
、
一
連
の

制
度
改
革
が
企
業
統
治
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
与
え
た
か
考
察
し
よ
う
と
す
る
点
に

あ
る
。
東
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
、
創
業
者
一

族
な
ど
支
配
株
主
の
存
在
や
財
閥
な
ど
企

業
グ
ル
ー
プ
の
形
成
が
広
く
見
ら
れ
、
少

数
株
主
保
護
な
ど
が
企
業
統
治
に
関
し
て

大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
民

営
化
さ
れ
た
国
営
企
業
な
ど
政
府
が
大
株

主
と
な
る
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
問
題
も
存

在
す
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
株

式
保
有
の
分
散
を
特
徴
と
す
る
米
英
の
市

場
を
モ
デ
ル
と
す
る
制
度
が
直
ち
に
機
能

す
る
の
か
疑
問
は
少
な
く
な
い
。
た
と
え

ば
、
企
業
統
治
の
い
わ
ば
指
標
的
な
位
置

づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
独
立
取
締
役

（
社
外
取
締
役
）
や
監
査
委
員
会
の
導
入

は
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
短
期
間
に
進
ん

だ
が
、
既
存
の
制
度
と
の
整
合
性
や
支
配

株
主
の
影
響
な
ど
現
地
で
も
批
判
が
あ
る
。

本
書
の
第
二
の
特
色
は
、
制
度
改
革
に

お
け
る
諸
ア
ク
タ
ー
の
役
割
に
つ
い
て
考

察
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
企
業
法
制
改
革

で
は
、
世
銀
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
な
ど
国
際
機
関
だ

け
で
な
く
、
各
国
の
証
券
取
引
委
員
会
や

証
券
市
場
が
主
要
な
推
進
役
と
な
っ
た
ほ

か
、
経
済
界
、
法
律
家
、
市
民
団
体
が
制

度
改
革
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

（
い 

ま
い
ず
み　

し
ん
や
／
ア
ジ
ア
経

済
研
究
所
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
）

今
泉
慎
也
・
安
倍
誠

編
『
東
ア
ジ
ア
の
企

業
統
治
と
企
業
法
制

改
革
』

今
泉
慎
也


